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｢平成３１年度山口県食品衛生監視指導計画(案)｣に対し、提出された意見 

  とそれに対する県の考え方について 

 

１ 意見募集期間  平成３１年２月１９日（火）～平成３１年３月１８日（月） 

２ 意見の件数   ３人 １８件 

３ 意見の内容と県の考え方 

【山口県食品衛生監視指導計画に関するもの】 

番号 意見の内容 意見に対する県の考え方 

１ 

 
「保健所で実施する検査」を、「加工食

品のアレルギー表示対象品目」の「表示の
義務があるもの特定原材料7品目」の中の５
品目としている理由の明示が必要と考えま
す。 
 
 「環境保健センターで実施する検査」の
対象は「表示の義務があるもの特定原材料7
品目」となっておりますが、「表示が推奨
されているもの特定原材料に準ずるもの20
品目」も本来検査を実施すべきであり、し
ないならばその理由を明示すべきと感じま
す。 
 
 

 
 アレルゲンの検査法について
は、国から公定法（検査方法）
が示されているのは、「小麦、
卵、乳、そば、落花生、えび及
びかに」の７品目のみであり、
県ではこの７品目を対象に検査
を行うこととしています。 
 また、この検査は、適正表示
がなされているかを、食品検査
の面からチェックしていくもの
ですので、義務表示品目を対象
に行うことに意味があると考え
ています。 
 
 

２ 

  
アレルゲンの検査について、保健所で実

施する検査の項目（小麦、卵、乳、そば及
び落花生）と、環境保健センターで実施す
る検査の項目（小麦、卵、乳、そば、落花
生、えび及びかに）の違いは何でしょうか。 
 

  
 アレルゲンの検査について
は、保健所でスクリーニング検
査（一次検査）を実施し、混入
が疑われる場合には、環境保健
センターで確認検査を行いま
す。 
 しかし、「えび及びかに」に
ついては、スクリーニング検査
では両者の区別がつかないこと
から、保健所での検査を実施し
ていません。 

３ 
 

 
食の安心モニターの育成は、１年ごとの

任期ではなく、２～４年程度の任期とし、
活動状況に応じて再任するという仕組みに
改めるのがよいのではないか。 
 

  
 食の安心モニター制度への御
意見ありがとうございました。 
 今後とも同制度の活用を通じ
て、県民の食の安心・安全の確
保に努めてまいります。 
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４ 

 
食の安心モニターの募集について、県ホ

ームページでは、「所定の応募用紙に必要
事項を記入の上、お住まいの市又は町の消
費者行政担当課にお申し込みください。」
との事で、在住市のホームページで「食の
安心」「食の安心モニター」で検索しまし
たが、案内を確認できませんでした。 
 県のモニター募集であれば、県主導で実
施すべきと考えます。 

 
 

５ 

 
 「食の安心モニター募集」の件を含め、
県と市町、あるいは関係組織団体の連携を
密にされます様宜しく御願いいたします。 

６ 

  
「食の安心モニター」だけでなく、広く県
民から「食の安心」に関する意見通報を受
け入れる様な施策の実施を宜しく御願いい
たします。 

 
 県民の皆様や事業所からの
「食の安心・安全」に関する相
談や通報をお受けする「食の安
心ダイヤル（083-933-3000）」
や「食の安心相談室」（県庁内）、
食の安心相談員（保健所）を設
置しています。 
 

 
 
【表記の方法等に関するもの】 
 

番号 意見の内容 意見に対する県の考え方 

１ 

 
年代表記が元号のみ、元号西暦併記が混

在している様に見受けられます。 
 分かりやすくするため西暦への統一ま
たは双方併記への統一を宜しく御願い致
します。 

 
 本年５月以降に新元号が用い
られることとなりますが、現時
点は新元号が不明のため、西暦
のみの統一表記とします。 

２ 

 
巻末用語解説の掲載は有難いです。 

・ 本文中で、「巻末に解説のある用語」
が分かる様な対応（語句に下線をした上で
目次にその旨追記） 
・ 解説実施語句の再確認 
の実施を宜しく御願い致します。 
 

 
 用語解説のある用語には、本
文中に「＊」を記載します。 
用語解説の用語の横に、本文

での掲載ページを記載します。 
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【パブリック・コメント等に関するもの】 
 

番号 意見の内容 意見に対する県の考え方 

１ 

当「指導計画（案）」に沿って具体

的行動内容が決定されると認識して

おります。効果的・具体的・適切な対

応と結果の公表を宜しく御願い致し

ます。 

本計画に基づき、食品等事業者に
対する監視指導を、重点的、効率的
かつ効果的に実施します。結果につ
いては、翌年度の６月末までに公表
することとしています。 

 

２ 

 
当該指導計画は毎年作成・実施され

ているものと思われます。 
 そうであれば、次年度指導計画（案）
には、 
・過去数年の指導・検査等実績 
・昨年度の指導計画との相違点とその
理由、昨年度と同じならば同じとした
理由 
を明示した上で意見募集すべきと考
えます。 
（P10に「平成30年度の監視指導の実
施状況および収去検査結果等の概要
については、2019年6月末までに、公
表します」との記述がありますが、そ
れ以前の実績あるいは直近までの実
績を考慮して指導計画（案）は作成さ
れているはずです。） 
 

  
過去10年の監視指導計画の実施状

況を、県ホームページに掲載してい
ます。 
昨年度の指導計画との相違点等に

ついては、次年度の意見募集の際の
参考とさせていただきます。 

３ 

 
「平成30年度の監視指導の実施状

況および収去検査結果等の概要」の公
表の際には、具体的数値と過去実績と
の対比を明示願います。 
 

  
平成30年度の監視指導の実施状況

及び収去検査結果等の結果（概要）
については、監視件数や検査の検体
数、違反件数等の数値を公表するこ
ととしています。 
 なお、過去実績との対比について
は、今後、検討してまいります。 
 

４ 

 
当件の内容は地域性専門性の高い

ものとなっていると考えます。 
 県民からの意見募集の他に、住民・
関係者・専門家・各自治体からの直接
の意見聞き取り等の実施を御願い致
します。 
（案作成時に実施済とは思いますが
一応。） 
 

 
 本計画の策定に当たっては、有識者
や関係団体、県民から公募した委員
等で構成する「山口県食の安心・安
全審議会」の御意見をお聞きしてい
ます。 
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５ 
 

 
意見作成の為には本来過去の指導

計画や関係法令・条例・細則・ガイド
ライン・別途公開されている過去実績
等々も確認するべきと考えます。 
 又、記述に不備不足があると感じま
す。 
 その様な意見募集を、通常と同様の
１ヶ月の期間設定は短いと感じます。 
 期間の延長、又は期間内意見を反映
させた資料を再提示の上での意見募
集再実施を求めます。 
 

  
 本パブリック・コメントは、「山口
県パブリック・コメント制度実施要
綱」に基づき実施しております。 
 意見募集の時期・期間については、
計画作成過程の中で決定しており、
期間延長等の予定はありません。 
 
 

６ 

 
県行政では、１企業の申請に対し

て、内規に定める期間を超過して 
「資料不足」を理由に「資料再提出」
を指示し、数年単位の長期検討 
を実施した例がある、と記憶しており
ます。 
「県民＝主権者」からの「資料不足又
は期間不足による意見募集の期間延
長/再実施」の要請を断るのであれば、
その理由を明示願います。 
（「県の条例に則って(１ヶ月)実施し
ている」と言うのは、上記の通り 
内規に定める期間を大幅に超過して
対応している事例がありますので 
返答に値しないと考えます。） 
 

７ 

 
 今回の意見募集の広報・記事扱いが
実際どの程度あったのか、後 「々広報
が十分なされたか」を判断する為に
も、「県のホームページ＝県行政に関
心又は用事の在る県民が参照する媒
体」では無く、一般県民が広く目にす
る新聞にどう広告掲載した/記事掲載
されたのか、『具体的(媒体、掲載日、
大きさ)』に提示願います（記事の場
合は把握している範囲内で御願い致
します）。 
（県広報誌にはパブリックコメン

ト(県民意見募集)全般の記事・記載も
無かったと記憶しております。意見募
集期間に新聞に掲載された「山口県か
らのお知らせ(山口県公報)」の広告/
公報（下４段程度広告/公報））にも、
パブリックコメント/県民意見募集実
施に関する記事は、具体的案件につい
ても、一般的な内容についても 
無かったと記憶しております。） 
 
 

パブリック・コメントの実施につ
いては、記者配布を行い、県ホーム
ページに掲載するとともに、新聞広
告（２月２５日の山口新聞及び中国
新聞）により、広報に努めました。 
 県広報誌は年４回の発行となって
おり、原稿を入稿する時期との兼ね
合いから、主に速報性のある県ホー
ムページや新聞広告等を活用した広
報に努めています。 
 限られた予算の中、いかに効果的 
に広報を行うか、今後とも検討して
まいります。 
 いただいた御意見は、今後のパブ
リック・コメントを実施する際の参
考とさせていただきます。 
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 ８ 

 
県広報誌や「山口県からのお知ら

せ」に個々のパブリック・コメント/
県民意見募集についてや、パブリック
・コメント/県民意見募集全般に関す
る記事が殆ど掲載されていない理由
を明示願います。 
（パブリック・コメントの広告を小さ
く掲載するよりも、紙面を広く取る 
「山口県からのお知らせ」の項目の１
つとする方が明らかに県民の目に留
まると思われます。 
 「個別の(小さい)広告を新聞に掲載
した」と言うのは、「県民により広報
の効果のあるだろう所に記事を掲載
していない理由」にならないと考えま
す。） 
  

  

９ 

 
意見に対する御返答と、意見送付県

民数・意見数より、今回の当該パブリ
ック・コメント/県民意見募集につい
ての広報が十分になされたかどうか、
御判断・御明示願います。 
（「意見募集の結果(人数・件数)の明
示」ではなく「広報が十分に実施され
たかどうかの『判断』」(十分・不十
分)を御明示願います。） 

１０ 

 
「用語解説」の掲載を、県パブリッ

クコメント/意見募集案件資料の必須
項目とされます様宜しく御願い致し
ます。 
 

 


